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特定商取引に関する法律及び割賦販売法の
一部を改正する法律について

平成１６年７月

経 済 産 業 省

１．法律改正の目的

(1) 悪質な訪問販売等に対する規制強化等

高齢者等を狙った点検商法や若者等を狙ったアポイントメントセールス

など、販売目的を隠して消費者に接近し、虚偽誇大な説明・勧誘をして、

高額な商品・サービスを売り込む悪質商法によるトラブルが多発している

状況に対して、規制強化及び民事ルールの整備を行う。

（注）点検商法 ： 建物や水道の点検などと偽って家に上がり込み、住宅リフォームや

浄水器などを売り込む商法。

ここ２年間（１２～１４年度）で苦情相談は約２倍に増加。

アポイントメントセールス

： 電話等で販売目的を告げず｢懸賞に当たった｣等と嘘を言って､若者等

を事務所等に呼び出して高額商品を販売。

ここ２年間（１２～１４年度）で苦情相談は約３割増加。

(2) 連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備

悪質なマルチ商法で「容易に収入があがる」等の虚偽誇大な説明・勧誘

により、多額の販売用商品を購入させ、解約・返品を認めない等のトラブ

ルが多発している状況に対して、民事ルールの整備を行う。

（注）連鎖販売取引 ： 個人を販売員として勧誘し、また次の販売員を勧誘させる形で、連鎖

的に組織を拡大して行う商品等の販売形態。

（ ） 。 、 、ここ２年間 １２～１４年度 で苦情相談は約３割増加 特に 最近

大学生に係るトラブルが急増（首都圏では１４年度に前年比倍増 。）

２．法律の概要

(1) 悪質な訪問販売等に対する規制強化及び民事ルールの整備

＜規制強化＞

訪問販売をする際には、販売目的の訪問であることを、まず明示するこ①

とを義務づける （点検商法等への対策）。

②販売目的であることを隠して、公衆の出入りしない個室等に誘い込んで

勧誘することを、禁止する （アポイントメントセールス等への対策）。
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③消費者に、商品の価格、性能等に関する重要事項を故意に告げない行為

、 、 （ 、 ）。を 虚偽説明と同様 罰則をもって禁止する 現行は 行政処分の対象

＜民事ルールの整備＞

の違法勧誘によって、誤認して訪④虚偽説明や上記③の重要事実不告知等

契約 取り消せるようにする。問販売等の を締結した場合、消費者が契約を

嘘を言ったり威迫をして、クーリング・オフを妨害した場合⑤事業者が、

は、その妨害を解消するまで、消費者がクーリング・オフできるように

する。

（注 「クーリング・オフ」は、契約後一定の期間（８日間等 、冷静に再考して解約できる） ）

、 。 。機会を 消費者に与える制度 悪質業者によるクーリング・オフ妨害のトラブルも多い

(2) 連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備

①連鎖販売組織に入会後１年を経過しない会員が、退会する際に、引渡し

を受けてから９０日を経過しない未使用の商品を返品し、適正な返金を

（諸外国では既に法定。(社)訪問販受けられるようにする（返品ルール）。

売協会も自主規制で定めているが、会員外の悪質業者には効果が及ばない ）。

契約②虚偽説明などの違法勧誘行為によって、誤認して連鎖販売取引等の

を締結 取り消せるようにする。した場合、その個人が契約を

③連鎖販売契約を上記①②等により解約等した場合に、その割賦販売（ク

（割賦販売法の改正：訪問レジット）の支払いも拒絶できるようにする。

販売等他の取引形態については実施済 ）。

(3) 法執行手続の整備
①効能・効果等について誇大な広告・勧誘をしている疑いがある事業者に

対し、その合理的な根拠資料の提出を求め、提出されない場合は、誇大

（前通常国会での景品表示法改正にならった内容）であるものとみなす。

（注）痩身、防虫等の効能・効果を誇大に謳って高額商品を売る悪質商法に対して、現状は

専ら行政庁側が「誇大さ」の裏付けを固める必要があり、迅速・的確な対応が困難。

②規制対象事業者と密接な関係を有する事業者に対する報告徴収等を可能

にする。

３．これまでの経緯

平成１６年 ３月 ９日 閣議決定

４月２８日 第１５９回通常国会において成立

５月１２日 公布


